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別紙１ 

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。 
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。 

 
     ◇２０１９．１．１５ 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングＧ 発行（日本-年基-201901-170-0656-D）  

・２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までを「平成３１年度」と記載 
・２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までを「平成３２年度」と記載 
 

２０１９年５月１日に改元が行われる見通しですが、現時点では新元号が不明で
あるため、この記載としております。新元号判明後は、適宜、読替え等のご対応
をお願いいたします。 
 



ＡＵＰの導入に伴う財務及び会計規程変更について（資産額２０億円超の総合型ＤＢ基金） １ 

●ＡＵＰを導入する総合型ＤＢ基金 

対 象 

概 要 

●総合型ＤＢ基金においては、年金資産（純資産）が２０億円を超えた決算の翌々年度決算から、会計監
査又は合意された手続き（ＡＵＰ）を受けることとし、２０１９年度決算から適用することとされてい
ます。（平成３０年６月２２日付通知） 

 
●２０１８（平成３０）年１２月２７日に、事務連絡「総合型基金における公認会計士等による合意され
た手続等の実施にあたっての留意事項」が発出され、ＡＵＰを導入する総合型ＤＢ基金においては、Ａ
ＵＰの実施費用を計上する勘定科目として、財務及び会計規程に、小分類科目「ＡＵＰ費」を追加し、
当該科目に計上することとされました。 

 

「年金NEWS2018.05.08【ＤＢ基金・厚生年金】総合型ＤＢ基金に対するＡＵＰの導
入について」を参照  

議決する内容 

●財務及び会計規程（別表）の勘定科目表に、ＡＵＰの実施費用を計上する新たな勘定科目を追加する
ことについて、議決を得る必要があります。 

ＮＥＷ 

 ＜ＡＵＰを導入する場合＞ 

【財務及び会計規程変更の内容】 
 
 ・規程（別表第１）勘定科目表（業務経理業務会計）の大分類科目「流動負債」＞中分類科目「未払

業務委託費等」に係る、新たな小分類科目「未払ＡＵＰ費」を追加します。 

 ・規程（別表第１）勘定科目表（業務経理業務会計）の大分類科目「業務委託費等」＞中分類科目
「業務委託費等」に係る、新たな小分類科目「ＡＵＰ費」を追加します。 

    

      ※平成３０年１１、１２月に開催した「ニッセイＤＢ予算編成説明会」においては、厚生労働省への事前照会を踏まえ 

    「ＡＵＰ実施費」とご案内しておりましたが、今回発出の事務連絡にて「ＡＵＰ費」に改められております。既に「ＡＵ 

    Ｐ実施費」にて規程変更済の場合は、ご連絡ください。 

基金内手続き 

行政手続き 

●代議員会の議決（理事長専決可）。 

 ●行政手続き不要。 


